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おわりに

　キリスト教の布教、あるいは生物学的人種的相違という欧米諸国のような植民地支配の
梃子を持たない日本にとって、衛生政策は植民地統治の成否に関わり、また、住民に対し
て「文明」の恩沢を知らしめる重要な施策と理解されていた。そのために地域に公医を配
置し、また警察の下請け機関として保甲を結成させ、「官民一体」の衛生政策を展開し、
その成果は台湾の「近代化」、日本統治の業績として国際的にも喧伝された。
　総督府側の史料には、住民の衛生意識の欠如、あるいは劣悪な住環境など、伝染病対策
を喫緊とする事由、背景が繰り返し指摘されている。特に住民の旧慣との軋轢、あるいは
苛烈な伝染病対策に対する反発などが取り上げられ、実効ある対策のためには行政・警察
の指導の下、住民自身の衛生意識を向上せしめ、自ら防疫活動を負担させることが不可欠
であることが重視されてきた。すなわち、伝染病対策を中心とする地域における衛生活動
は、まつろわぬ新附の民をいかに統治態勢に包摂し、地域社会に行政の浸透を実現するか
という統治の根幹に係わる政策とされてきた。
　総督府の文書からは衛生政策、伝染病対策が、住民の生活規範や規律、あるいは慣習を
強制的に変容させていった植民地政策そのものであったことが理解できる。復命書には統
治者が住民のためにする対策に必ずしも協力的でない「土人」の姿が描かれている。しか
し、いうまでもなく、伝染病の犠牲者の絶対多数は台湾住民であり、衛生問題に最も重大
な関心を有するのも住民である。住民、あるいは地域社会は、統治者の持ち込んだ近代的
医療と伝統的医療・旧慣、植民地権力と住民という拮抗関係において、しかも伝染病の蔓
延という抜き差しならぬ状況に直面し、自らの現実的利害に基づき、その効果が利益にな
るものであるならば、自主的・主体的に「文明」を「受容」しつつ対処したと理解すべき
ではないだろうか。
　総督府の衛生政策について、総督府側の史料、とりわけ復命書や統計史料などを用いて
その成果を実証することは可能であるが、住民の側からの検討は限られたものになる。本
稿では総督府の残した公文書を中心に論述するという方法を用いてきたが、たとえば、保
甲役員や本島人医師の日誌などの記録を通じて、地域社会の変容、住民の側から見た衛生
政策の持つ意味を少しでも明らかにすることを今後の課題としたい。


